
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

同

)

…

�

○
基
本
測
量
の
終
了

(

監

理

課)

…

�

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
都
市
計
画
の
変
更

(

都
市
計
画
課)

…

�

公

告

○
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

(

総
務
学
事
課)

…

�

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
住
宅
課)

…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

三
八
地
域

県

民

局)
…

�

○
右

同

(

上
北
地
域

県

民

局)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

東
青
地
域

県

民

局)

…

�

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

(

上
北
地
域

県

民

局)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
三
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生
活
保
護
法
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二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。
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成
二
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年
四
月
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県
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青
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県
告
示
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十
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生
活
保
護
法

(
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和
二
十
五
年
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律
第
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四
十
四
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第
四
十
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条
の
規
定
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よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
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り
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す
る
。
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

か
に
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

ア
ル
ト
調
剤
薬
局

た
ん
ぽ
ぽ
歯
科

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
五
の
二

五
所
川
原
市
大
字
湊
字
千
鳥
二
四
の
三
の

三五
所
川
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大
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萢
字
桜
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二
二
の
一
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成
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称
又
は
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名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

か
に
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

ア
ル
ト
調
剤
薬
局

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
五
の
二

五
所
川
原
市
大
字
湊
字
千
鳥
二
四
の
三
の
三

平
成
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�･

�
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( )
(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(
精
密
水
準
測
量
作
業
及
び
電
子
基
準
点
現
地
調
査
作
業)

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
五
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
ま
で

三

作
業
地
域

(

精
密
水
準
測
量
作
業)

青
森
市

(

電
子
基
準
点
現
地
調
査
作
業)

西
津
軽
郡

深
浦
町

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

東
北
防
衛
局

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

移
転
措
置
事
業)

三

測
量
の
期
間

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
五
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
地
区
及
び
三
沢
市
大
字
天
ケ
森
地
区

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

環
境
省
東
北
地
方
環
境
事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

十
和
田
八
幡
平
国
立
公
園
休
屋
集
団
施
設
地
区
・
施
設
整
備
計
画
の
た
め)

三

測
量
の
期
間

平
成
十
九
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
県
十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
湖
畔
休
屋

地
内

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

八
戸
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(
空
中
写
真
撮
影)

三

測
量
の
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
ま
で

四

測
量
の
地
域
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( )

八
戸
市

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
ケ
所
都

市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
六
ケ
所
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市

計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
六
ケ
所
村
企
画
調
整
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

公

告

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

平
成
二
十
年
一
月
か
ら
同
年
三
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況

の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
平
成
プ
ラ
ン
ト

二

代
表
者
の
氏
名

西
野

吉
秋

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
窪
田
七
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
三
〇
〇
〇
九
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
二
六
五

の
一
及
び
二
六
五
の
三
か
ら
二
六
五
の
七
ま

で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
一
〇
三

一
の
一
一

岡
山

勝
廣



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

上
野
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

上
野

洋
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
字
向
平
一
の
一
三
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
七)

第
二
六
二
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

東
青
地
域
県
民
局
長

中

島

久

宜

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
浦

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

上
北
地
域
県
民
局
長

丸

井

幸

悦
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地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年

月

日

平

内

水
田
農
業
経
営
確
立
排
水
対
策
特
別
事
業

平
成
��･

�･

��

平

舘

中
山
間
地
域
総
合
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